
2011 OCT15

歳
入

邑

と

　邑楽町の健全化判断比率と資金不足比率をお知らせ
します。財政健全化法により、地方自治体は国が定め
た財政指標（健全化判断比率と資金不足比率）を計算
し、結果を公表することが、義務づけられています。
①４つの健全化判断比率のうち、１つでも『早期健全
化基準（イエローカード）』または『財政再生基準（レッ
ドカード）』以上になった場合 → 財政健全化計画また
は財政再生計画の作成の義務
②『資金不足比率』が経営健全化基準以上になった場
合 → 経営健全化計画の作成の義務
　邑楽町の各種指標の計算結果は右表のとおりで、そ
れぞれの数値は算定されないか、とても低い数値です。 ※赤字が算定されない場合は「算定されず」で表示。
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